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か
ら
塩
釜
区
に
至
る
海
岸
整
備
を

小
浜
の
観
光
に
資
す
る
よ
う
強
く

要
望
し
て
い
き
た
い
。

具
体
的
な
取
り
組
み
事
項
と

し
て
、

中
長
期
財
政
計
画
と

行
政
改
革
実
施
計
画
を
策
定
し
、

本
格
的
に
行
政
改
革
に
取
り
組
ん

で
い
く
。

中
長
期
財
政
計
画
に
つ

い
て
は
、

歳
出
面
で
定
員
管
理
の

適
正
化
、

受
益
と
負
担
の
適
正
化
、

内
部
経
費
削
減
の
徹
底
、

施
策
の

適
正
な
選
択
と
事
業
の
重
点
化
を

実
施
し
、

歳
入
面
で
は
税
収
の
確

保
、

公
有
財
産
の
有
効
活
用
、

使

用
料

。
手
数
料
の
見
直
し
等
を
計

画
し
て
い
る
。
ま
た
、

行
政
改
革

実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、

本
年
十

二
月
ま
で
に
策
定
し
、

公
表
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

窓
ロ
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
、

民
間
活
力
の
活
用
と

役
割
分
担
の
適
正
化
、

定
員
管
理

と
職
員
の
意
識
改
革
、

市
民
へ
の

説
明
責
務
な
ど
、

二
百
二
項
目
を

平
成
十
五
年
度
末
ま
で
に
実
施
す

る
予
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
実
施
計

画
に
は
具
体
的
な
数
値
目
標
を
設

定
し
、

市
民
に
よ
り
わ
か
り
や
す

い
行
政
改
革
を
実
施
し
て
い
く
。

条
例
施
行
に
あ
た
っ
て
の
市

の
責
務
に
つ
い
て

Ａ

昭

能

鱗

離

縄

く
た
め
に
は
、

そ
の
指
針
と
な
る

条
例
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

起
草
委
員
会
の
検
討
を
経
て
上
程

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

本
条
例
は
、

小
浜
市
が
有
す
る
地
域
特
性
を
い

か
し
た
食

の
ま
ち
づ
く
り
を
、

市

・
市
民
お
よ
び
事
業
者
が
協
働

し
て
推
進
す
る
た
め
、

そ
の
基
本

指
針
を
政
策
宣
言
的
に
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
例
に
よ
り
、

小
浜
市
の
将
来
像
や
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本

理
念
、

基
本
的
ル
ー
ル
お
よ
び
施

策
等
が
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

市
の
責
務
に
つ
い
て
は
、

将
来
の
小
浜
市
の
た
め
に
、

今
、

何
を
な
す
べ
き
か
。

産
業
の
振
興
、

環
境
の
保
全
や
食

の
安
全
、

福

祉

・
健
康
の
増
進
、

食
を
通
し
た

教
育
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

目
標
を
明
確
に
し
、

計
画
を
た
て

て
施
策

・
政
策
を
着
実
に
推
進
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い

をつ
。

地
域
経
済
を
破
綻
さ
せ
る
小

泉
内
閣
の
構
造
改
革
に
つ
い

てＡ
Ａ

跡
線
購
細
卯
輔
錦
細
醇
鵬
承

い
と
い
う
信
念
の
も
と
、

経
済

・

財
政
等
の
各
分
野
に
お
け
る
改
革

の
断
行
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か

し
、

こ
う
し
た
中
、

全
国
的
に
失

業
率
が
増
加
し
、

雇
用
状
勢
は
ま

す
ま
す
悪
化
す
る
な
ど
厳
し
い
状

況
が
続
い
て
い
る
。

市
で
は
、

企

業
誘
致
や
雇
用
対
策
に
専
門
的
に

取
り
組
む
た
め
、

雇
用
推
進
室
を

設
け
、

地
域
産
業
の
活
性
化
と
新

規
企
業
の
誘
致
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

そ
の

一
つ
と
し
て
雇
用
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
の
方
々
の
人
脈
を
活
用

し
、

他
府
県
か
ら
の
企
業
情
報
の

収
集
や
本
市
の
地
域
特
性
の
Ｐ
Ｒ

を
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、

様
々
な

助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

ま
た

食
の
ま
ち
づ
く
り
に
よ
り
、

若
狭

小
浜
の
魅
力
を
情
報
発
信
す
る
と

と
も
に
、

道
路

・
鉄
道
網
の
整
備

に
よ
り
交
流
人
口

・
定
住
人
日
の

拡
大
を
図
る
こ
と
が
地
域
の
活
性

化
に
つ
な
が
る
も
の
と
確
信
し
て

い
る
。（望

知郵脚源御嫁卿詢議蜘陸

し
て
は
ど
う
か
。

②
食
の
ま
ち
づ
く
り
拠
点
施
設
を

東
小
浜
駅
周
辺
地
区
へ
建
設
し
、

内
容
に
つ
い
て
も
再
検
討
し
て
は

ど
う
か
。

③
遠
敷
地
区
中
心
地
を
町
並
み
保

存
地
区
の
指
定
を
受
け
整
備
し
て

は
ど
う
か
。

Ａ

瀬

鞠

爾

紫

梅

【

要
で
あ
り
、

そ
れ
に
伴
う
掲
示
物
、

時
刻
表
、

券
売
機
の
シ
ス
テ
ム
変

更
の
費
用
は
請
願
者
負
担
が
原
則

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

現
段
階
で
は
駅
名
を
変
更
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る

が
、

地
元
住
民
の
意
向
も
踏
ま
え
、

将
来
の
検
討
課
題
と
し
て
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。

②
拠
点
施
設
建
設
場
所
に
つ
い
て

は
、

若
狭
と
海
の
関
わ
り
、

用
地

の
確
保
、

中
心
市
街
地
と
の
距
離
、

県
イ
ベ
ン
ト
と
の
連
携
な
ど
か
ら

外
港
地
区
を
選
定
し
た
。

施
設
の

内
容
に
つ
い
て
は
、

食
や
食
に
関

連
す
る
伝
統
工
芸
、

歴
史
な
ど
の

情
報
を
発
信

，
入
手
で
き
る
展
示
、

体
験
機
能
。

心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
す
る
場
と
し
て
温
浴
施
設
。

食

を
提
供
す
る
物
販

・
試
食
機
能
を

考
え
て
い
る
。

③
遠
敷
地
区
は
歴
史
と
文
化
財
の

宝
庫
で
あ
り
、

小
浜
か
ら
熊
川
宿

に
至
る
旧
丹
後
街
道
の
宿
場
町
と

し
て
伝
統
的
な
景
観
を
残
し
て
お

り
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と

し
て
の
価
値
を
十
分
残
し
て
い
る
。

し
か
し
、

保
存
地
区
の
指
定
に
は

実
態
調
査
が
必
要
で
あ
り
、

相
当

の
時
間
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

地
域

住
民
の
意
向
を
聞
い
た
上
で
検
討

し
て
い
き
た
い
。

驚辞

（】
新帥離兼郵韓
（金障購抑棒

設置してはどうか。

Ａ

的
弾
報

報

（暇

運
営
に
民
間
の
資
金
と
ノ
ウ
ハ
ウ

を
活
用
し
、

効
率
的
で
質
の
高
い

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
図
る
新

し
い
事
業
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

現
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在
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
調

査

。
研
究
を
進
め
て
い
た
だ
い
て

お
り
、

年
内
に
は
提
言
を
い
た
だ

く
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

事
務
事

業
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、

あ
ら

ゆ
る
角
度
か
ら
の
分
析

・
検
討
等

が
必
要
で
あ
り
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
な
ど
民

間
資
金
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
た

事
業
推
進
を
図
る
た
め
に
も
、

庁

内
で
の
担
当
窓
日
や
民
間
資
金
等

活
用
推
進
委
員
会

（仮
称
）
は
必

要
で
あ
り
、

設
置
の
方
向
で
検
討

し
た
い
。

ま
た
、

職
員
の
研
修
も

必
要
で
あ
り
、

そ
の
内
容

・
方
法

に
つ
い
て
は
、

民
間
企
業
へ
の
派

遣
等
も
含
め
検
討
し
て
い
き
た
い
。

池
田
小
学
校
の
児
童
殺
傷
事

件
を
受
け
て
の
本
市
の
対
応

Ａ
Ａ

難
幹
齢
舛
期
釣
軒
帥
卵
徹 ．
醐

を
通
知
す
る
と
と
も
に
、

安
全
管

理
の
再
点
検
を
依
頼
し
た
。
さ
ら

に
校
長
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

学
校
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
を
進

め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

学
校
や

幼
稚
園
で
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、

校
内
巡
視
、

校
内
連
絡
体
制
の
確

立
、

登
下
校
の
際
の
安
全
指
導
、

異
常
時
の
想
定
訓
練
を
実
施
し
た
。

学
校
の
設
備
面
に
お
い
て
も
、

学

校
出
入
り
日
の
明
示
、

職
員
室
の

窓
ガ
ラ
ス
を
透
明
ガ
ラ
ス
に
す
る

こ
と
や
ミ
ラ
ー
の
設
置
に
よ
り
来

校
者
を
確
認
で
き
る
よ
う
対
応
す

る
と
と
も
に
、

防
犯
ブ
ザ
ー
を
用

意
し
、

方
が

一
の
時
に
備
え
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の

問
題
は
学
校
内
だ
け
で
解
決
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
は
自

ず
と
限
界
が
あ
る
。

地
域
全
体
で

子
供
を
守
る
こ
と
、

不
審
な
人
物

に
つ
い
て
は
、

地
域
で
協
力
し
て

い
く
、

そ
ん
な
地
域
づ
く
り
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
市

が
進
め
て
い
る
集
落
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

を
、

さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
も

安
全
対
策
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

〔ｕ
瓶甲瑚叶在半度の決算状

②
行
政
改
革
の
取
り
組
み
状
況
と

評
価
に
つ
い
て
。

③
中
期
財
政
計
画

（十
四
年
度
か

ら
十
六
年
度
）
に
つ
い
て

Ａ
Ａ

的
い
却
期
醐
知
つ ぅ
範
ド
靭
競

の
の
割
合
を
示
す
経
常
収
支
比
率

は
、

八
十
九
．

六
％
と
平
成
九
年

度
を
ピ
ー
ク
に
や
や
改
善
の
方
向

に
あ
る
。
ま
た
、　

一
年
間
の
経
営

状
況
を
示
す
実
質
単
年
度
収
支
に

つ
い
て
は
、

約
二
億
六
千
九
百
六

十
万
円
の
黒
字
決
算
と
な
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

徐
々
に
財
政
健
全
化
策
の
効
果
が

み
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
分

析
し
て
い
る
。

今
年
度
以
降
に
つ

い
て
も
中
長
期
財
政
計
画
に
基
づ

い
た
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め
る
。

②
歳
入
に
関
し
て
は
、

有
利
な
補

助
事
業
の
選
択
、

使
用
料
手
数
料

の
見
直
し
、

受
益
者
負
担
金
の
見

直
し
、

有
利
な
起
債
の
選
択
、

徴

収
率
の
向
上
に
努
め
る
。

歳
出
の

抑
制
と
し
て
は
、

人
件
費
の
削
減
、

諸
手
当
の
削
減
の
継
続
、

同
盟

会

・
協
議
会
へ
の
公
費
負
担
の
見

直
し
、

補
助
金

・
負
担
金
の
適
正

化
、　

一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
ヘ

の
繰
出
基
準
の
見
直
し
等
を
行
う
。

評
価
に
つ
い
て
は
、

財
政
調
整
基

金
と
減
債
基
金
の
残
高
が
、

こ
こ

数
年
増
加
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、

起
債
の
償
還
金
を
支
払
う
た
め
に
、

交
付
税
措
置
さ
れ
る
部
分
を
除
い

た

一
般
財
源
が
ど
れ
く
ら
い
使
わ

れ
た
か
を
示
す
起
債
制
限
比
率
が
、

一
〇

・
〇
％
と
改
善
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

徐
々
に

で
は
あ
る
が
、

財
政
健
全
化
策
の

効
果
が
み
え
て
き
た
も
の
と
評
価

し
て
い
る
。

③
中
長
期
財
政
計
画
で
は
、

平
成

二
十
二
年
度
ま
で
の
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行

っ
て
い
る
が
、

平
成

十
六
年
度
に
は
起
債
償
還
の
ピ
ー

ク
を
迎
え
る
な
ど
義
務
的
経
費
の

増
額
が
見
込
ま
れ
る
。

財
源
不
足

に
対
し
て
は
、

人
件
費
の
削
減
や

事
務
事
業
の
見
直
し
、

基
金
の
取

崩
し
で
対
応
し
、

収
支
の
均
衡
を

保
っ
て
い
き
た
い
。

今
後
の
財
政

運
営
に
つ
い
て
は
、

単
年
度
の
決

算
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

中

長
期
的
視
点
に
た
っ
て
本
市
の
将

来
を
展
望
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

公
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
を

導
入
し
て
は
ど
う
か
。

Ａ
Ａ

却
刈
舛
ば
わ
殻
静
】
サ

義
餞

職
員
を
配
置
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
登
録
や
活
動
に
対
す
る
気
運
づ

く
り
、

情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い

る
。

公
園
の
清
掃
に
つ
い
て
は
、

管
理
公
社
や
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
委
託
、

あ
る
い
は
地
区
の

老
人
会

・
婦
人
会
の
方
々
に
お
世

話
に
な
り
清
掃
奉
仕
を
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
が
、

十
分
行
き
届
い

て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

公
園
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
実
施
で
き
る
よ
う
準
備

を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。
さ
ら
に
、

今
後
す
べ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
活
性
化
し
て
い
く
た
め
に
導

入
を
予
定
し
て
い
る
小
浜
市
独
自

の
地
域
通
貨
を
、

公
園
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
制
度
導
入
時
に
は
、

積
極
的

に
活
用
し
て
い
き
た
い
。

嶋Q
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平成12年12月に示された「福井県市町村合併要綱」を紹介します。

みなさんの身近な問題として、小浜市の将来像を考えてみましょう。

■市町村合併パターン(嶺南圏域のみ) (人口 :平成12年3月末現在、面積 :平成11年10月1日現在)

●基本パターンA、Bおよびその他のパターンには優先順位はない。これらのパターンは、組み合わせの例を

示したものであり、これ以外の組み合わせも考えられる。

平
成
十
二
年
四
月
に
、

地
方
分

権

一
括
法
が
施
行
さ
れ
、

最
も
住

民
に
身
近
な
行
政
を
担
う
市
町
村

の
役
割
は
、

今
後
ま
す
ま
す
重
要

と
な
る
。

一
方
、

市
町
村
を
取
り
巻
く
状

況
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、

今

後
、

市
町
村
が
地
域
福
祉
や
環
境

問
題
に
代
表
さ
れ
る
多
様
化

・
高

度
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
な
ど
に
適

切
に
対
処
し
て
い
く
た
め
に
は
、

行
財
政
基
盤
の
強
化
や
広
域
的
な

対
応
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

国
に
お
い
て
は
、

市
町
村
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

・
強
化
す
る

と
と
も
に
、

行
財
政
基
盤
の
整
備

を
図
る
た
め
、

「市
町
村
合
併
特
例

法
」
を
改
正
し
、

平
成
十
七
年
二

月
末
ま
で
を
期
限
と
し
て
、

各
種

の
行
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に

よ
り
、

自
主
的
な
市
町
村
合
併
を

推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に

国
は
、

平
成
十

一
年
人
月
に

「市

町
村
の
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の

指
針
」
を
示
し
、

各
都
道
府
県
に

対
し
て
、

市
町
村
の
合
併
パ
タ
ー

ン
を
含
ん
だ

「市
町
村
の
合
併
の

推
進
に
つ
い
て
の
要
綱

（合
併
要

綱
と

を
策
定
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

県
と
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
情

勢
を
踏
ま
え
、

「合
併
要
綱
」
を
策

定
す
る
こ
と
と
し
、

「福
井
県
市
町

村
合
併
要
綱
検
討
懇
話
会
」
を
平

成
十
二
年
五
月
に
設
置
し
た
。

県
で
は
こ
の
報
告
の
内
容
を
踏

ま
え
、

今
後
市
町
村
に
お
い
て
、

自
主
的
に
市
町
村
合
併
を
検
討
す

る
際
の
参
考
や
目
安
と
な
る
よ
う

本
要
綱
を
策
定
す
る
。

県
で
は
、

こ
の

「
合
併
要
綱
」

に
基
づ
き
、

市
町
村
合
併
に
関
す

る
情
報
提
供
な
ど
、

自
主
的
な
市

町
村
合
併
に
向
け
て
の
様
々
な
支

援
を
積
極
的
に
講
ず
る
。
ま
た
、

住
民
や
市
町
村
関
係
者
に
お
い
て

は
、

市
町
村
合
併
を
自
ら
の
問
題

と
し
て
捉
え
る
と
と
も
に
、

こ
の

「合
併
要
綱
」
の
策
定
を
機
に
、

分

権
時
代
に
対
応
し
た
望
ま
し
い
市

町
村
に
向
け
、

よ
り

一
層
活
発
な

議
論
が
期
待
さ
れ
る
。

市町村名 人口(人 )
基■本|,章|夕|■ |‐シ

A ′ヾ夕 ■‐ン BIウヽ ‐|夕■■|ン そ||の1他

敦 賀 市 67,673
8 9 , 0 5 5ノ(
499 . 5 3 kぱ

89,055ノ(
499.53kぱ三 方 町 9,310

美 浜 町 12,027

小 浜 市 33,529

6 3 , 3 8 7ノ(
598 . 9 0 kぱ

44,732ノ(
458 . 7 6 kぱ

41,658ノ(
314.93k意上 中 町 8,156

名回庄村 3,047
2 1 , 7 0 2人

2 8 3 . 9 7献高 浜 町 12,123 18,655ノ(
140。14k面大 飯 町 6,532
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却本
定
例
会
で
、

意
見
書
７
件
を

可
決
し
、

国
会
お
よ
び
関
係
行
政

庁
へ
送
付
し
ま
し
た
。

そ
の
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
義
務
教
育
就
学
前
の
子
供
に
対

す
る
医
療
費
無
料
制
度
の
改
善
を

求
め
る
意
見
書

わ
が
国
の
合
計
特
殊
出
生
率
は

年
々
下
が
っ
て
お
り
、

ま
さ
に
危

機
的
な
水
準
に
至
っ
て
い
る
。

少

子
化
の
進
行
は
、

人
口
構
造
の
高

齢
化
や
将
来
の
生
産
年
齢
人
□
の

減
少
に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の
施
策

を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
、

子
供
を
安

心
し
て
産
み
、

育
て
る
こ
と
が
で

き
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、

義
務

教
育
就
学
前
の
す
べ
て
の
子
供
に

対
す
る
医
療
費
を
無
料
化
し
、

療

養
費
払
い
を
現
物
給
付
と
す
る
制

度
の
改
善
を
要
望
す
る
。

●
国
民
健
康
保
険
療
養
費
国
庫
負

担
金
の
調
整
の
廃
止
を
求
め
る
意

見
書医

療
費
助
成
制
度
の
現
物
給
付

一 市議会だより

方
式
へ
の
改
善
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。

現
物
給
付
の
方
法
に
お
い

て
は
、

窓
口
で
の
支
払
い
が
不
要

と
な
り
、

助
成
制
度
の
主
旨
が
い

か
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
の
方
式

へ
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
方
式
へ
の
変
更
を
妨
げ
て
い

る
要
因
に
国
民
健
康
保
険
に
対
す

る
国
庫
負
担
金
の
調
整
の
規
定
が

あ
る
。

こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い

る
自
治
体
は
、

国
民
健
康
保
険
国

庫
負
担
金
の
減
額
を
余
儀
な
く
さ

れ
、

財
政
運
営
上
の
支
障
と
な
っ

て
い
る
。

よ
っ
て
、

子
供
の
医
療

費
助
成
制
度
に
係
る
国
民
健
康
保

険
国
庫
負
担
金
の
調
整
、

す
な
わ

ち
減
額
措
置
を
廃
止
す
る
よ
う
要

望
す
る
。

●
小
中
高
等
学
校

「
三
〇
入
以
下

学
級
」
の
推
進
等
に
関
す
る
意
見

書
第
七
次

（高
校
第
六
次
）
教
職

員
配
置
改
善
計
画
を
前
倒
し
し
て

実
施
す
る
と
と
も
に

「
三
〇
人
以

下
学
級
」
の
早
期
実
現
を
柱
と
す

る
新
た
な

「標
準
法
」
を
策
定
し
、

更
に
は
、

い
じ
め
、

不
登
校
な
ど

の
教
育
課
題
へ
の
対
応
、

へ
き
地

校
や
障
害
児
学
級

へ
の
配
慮
等
、

子
ど
も
の
発
達
段
階
を
考
慮
し
た

弾
力
的
な
教
職
員
加
配
を
速
や
か

に
行
う
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

●
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の

堅
持
に
関
す
る
意
見
書

平
成
十
四
年
度
予
算
編
成
に
お

い
て
、

学
校
事
務
職
員
と
学
校
栄

養
職
員
の
給
与
費
等
が
国
庫
負
担

の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
職
員

の
配
置
は
学
校
運
営
に
不
可
欠
な

も
の
で
あ
り
、

こ
の
制
度
の
改
定

は
厳
し
い
地
方
財
政
を
さ
ら
に
圧

迫
し
、

義
務
教
育
の
円
滑
な
推
進

と
教
育
水
準
の
維
持
向
上
に
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
現
行
の
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
を
堅
持
さ
れ
る
よ
う
強

く
要
望
す
る
。

●
公
務
員
労
働
者
の
新
賃
金
早
期

決
定
に
関
す
る
意
見
書

人
事
院
勧
告
制
度
は
労
働
基
本

権
制
約
の
代
償
措
置
と
し
て
維
持
、

尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
厳
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
抜
き
に
し
て
、

公
務
員
労
働
者

の
賃
金

・
労
働
条
件
の
改
善
は
あ

り
え
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

本
年
の
勧
告
に
基
づ
く
処
遇
改
善

の
実
施
と
早
期
清
算
が
行
わ
れ
る

よ
う
強
く
要
望
す
る
。

●
Ｗ
Ｔ
Ｏ
震
業
交
渉
へ
の
意
見
反

映
に
関
す
る
意
見
書

次
の
事
項
を
重
点
課
題
と
し
て
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ

（世
界
貿
易
機
関
）
の
時

期
交
渉
に
臨
む
こ
と
を
要
望
す
る
。

一
、

農
林
水
産
業
の
持
つ
多
面
的

機
能
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、

各
国
が
共
存
で
き
る
よ
う
に
Ｗ

Ｔ
Ｏ
の
貿
易
ル
ー
ル
を
改
め
る

こ
と
。

三
、

世
界
的
な
人
口
増
加
に
対
す

る
食
料
の
確
保
は
重
要
課
題
で

あ
り
、

食
料
の
安
全
保
障
確
保

の
た
め
に
も
、

国
内
の
食
料
自

給
率
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

三
、

食
の
安
全
確
保
対
策
が
重
要

で
あ
り
、

特
に
遺
伝
子
組
み
換

え
食
品

（Ｇ
Ｍ
Ｏ
）
の
流
通

・

表
示
の
ル
ー
ル
を
国
際
的
に
明

確
に
す
る
こ
と
。

四
、

自
国
の
生
産
資
源
を
最
大
限

活
用
し
て
食
料
を
確
保
で
き
る

よ
う
、

適
切
な
関
税
水
準
の
設

定
に
努
め
る
と
と
も
に
、

国
内

助
成
に
つ
い
て
は

一
律
的
な
削

減
を
行
わ
な
い
こ
と
。

●
高
規
格
幹
線
道
路

（近
畿
自
動

車
道
敦
賀
線
）
の
建
設
促
進
に
関

す
る
意
見
書

道
路
は
、

国
上
の
均
衡
あ
る
発

展
、

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
、

快

適
で
安
全
な
生
活
基
盤
づ
く
り
に

最
も
重
要
な
社
会
資
本
で
あ
る
。

し
か
し
、

政
府
の
行
政
改
革
推
進

事
務
局
は
特
殊
法
人
改
革
の
中
間

取
り
ま
と
め
案
と
し
て

「建
設
中

の
事
業
凍
結
に
よ
る
事
業
量
の
縮

減
」
を
求
め
、

さ
ら
に
行
革
断
行

評
議
会
は

「新
規
路
線
の
建
設
廃

止
、

建
設
中
の
も
の
は
原
則
凍
結
」

な
ど
を
含
む

「道
路
四
公
団
の
分

割
民
営
化
案
」
を
発
表
し
た
。

こ

の
こ
と
は
、

国
土
開
発
幹
線
自
動

車
道
建
設
審
議
会
の
議
を
経
て
、

計
画
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
高
規

格
幹
線
道
路
網
の
整
備
方
針
を
根

本
か
ら
覆
す
も
の
で
あ
る
。

よ
っ

て
、

道
路
特
定
財
源
制
度
や
全
国

料
金
プ
ー
ル
制
を
活
用
し
た
現
行

の
整
備
計
画
に
基
づ
き
、

高
規
格

幹
線
網
の
整
備
を
図
る
こ
と
を
要

望
す
る
。


